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今般、原子力損害賠償紛争解決センター（ADR センター）の平成２４年１月

から１２月までの１年間における活動を「原子力損害賠償紛争解決センター活

動状況報告書～平成２４年における状況について～」として取りまとめ、公表

しました。 
 
本報告書の中では、ADR センターへの電話による問合せの状況として、東京

電力への意見、要望、不満が３割を占め、具体的に下記のような事例が寄せら

れていることを報告しました。 
・「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲

の判定等に関する中間指針」に個別に明記されていない損害は支払わないと

言われた。 
・東京電力への直接請求と ADR センターへの申立てを両方行っている場合に、

直接請求の手続を進めてもらえない。 
・過去に ADR センターで和解し、その他の損害を直接請求で解決しようとした

が、東京電力所定の請求書用紙（特に、包括請求書についての事例が多い。）

を送付してもらえず、東京電力に送付を依頼しても拒否された。 
 
 文部科学省では、これまでも東京電力に対して、誠実な対応を要請してきた

ところですが、本報告書によって、いまだに上記のような対応を受けられた方

がおられるという状況を非常に重く受け止め、改めて東京電力に対して、事故

の被害を受けた方に対する誠意ある対応を要請しました。（別紙参照） 
 
事故の被害を受けた方で、上記のような対応を東京電力から受けられた際は、

下記の窓口にて、皆様からのご質問やご相談を受け付けております。 
 
今後とも、事故の被害を受けた方々の実情を踏まえた適切な賠償が迅速・円

滑に実施されるよう、関係省庁と連携して対応してまいります。 
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